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議第７８号 

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施する

ために必要な基準を定める条例の一部を改正する条例について

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要

な基準を定める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために

必要な基準を定める条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市地域包括支援センターにおける包括的支援事業を実施するために必要

な基準を定める条例（平成２７年美濃加茂市条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 

２ 地域包括支援センターは、美濃加茂市高齢

者施策等運営協議会（介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）第１４０条の６６第１号イに規定

する地域包括支援センター運営協議会とし

て美濃加茂市附属機関の設置に関する条例

（平成２３年美濃加茂市条例第２号）に定め

る美濃加茂市高齢者施策等運営協議会をい

う。以下同じ。）の意見を踏まえて、適切、

公正かつ中立な運営を確保しなければなら

ない。 

第３条 （略） 

２ 地域包括支援センターは、美濃加茂市高齢

者施策等運営協議会（介護保険法施行規則

（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」

という。）第１４０条の６６第１号ロ(2)に

規定する地域包括支援センター運営協議会

として美濃加茂市附属機関の設置に関する

条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）に

定める美濃加茂市高齢者施策等運営協議会

をいう。以下同じ。）の意見を踏まえて、適

切、公正かつ中立な運営を確保しなければな

らない。 

 （職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す 第４条 一の地域包括支援センターが担当す
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る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤の

職員の員数（美濃加茂市高齢者施策等運営協

議会が第１号被保険者の数及び地域包括支

援センターの運営の状況を勘案して必要で

あると認めるときは、常勤換算方法（当該地

域包括支援センターの職員の勤務延時間数

を当該地域包括支援センターにおいて常勤

の職員が勤務すべき時間数で除することに

より、当該地域包括支援センターの職員の員

数を常勤の職員の員数に換算する方法をい

う。）によることができる。次項において同

じ。）は、原則として次のとおりとする。 

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ごと

に置くべき専らその職務に従事する常勤職

員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1)～(3) (略)  (1)～(3) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、美濃加茂市高齢

者施策等運営協議会が地域包括支援センタ

ーの効果的な運営に資すると認めるときは、

複数の地域包括支援センターが担当する区

域を一の区域として、当該区域内の第１号被

保険者の数について、おおむね３，０００人

以上６，０００人未満ごとに前項各号に掲げ

る常勤の職員の員数を当該複数の地域包括

支援センターに配置することにより、当該区

域内の一の地域包括支援センターがそれぞ

れ前項の基準を満たすものとする。この場合

において、当該区域内の一の地域包括支援セ

ンターに置くべき常勤の職員の員数の基準

は、前項各号に掲げる者のうちから２人とす

る。 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件そ

の他の条件を勘案して特定の生活圏域に一

の地域包括支援センターを設置することが

必要であると美濃加茂市高齢者施策等運営

協議会において認められた場合には、地域包

括支援センターの人員配置基準は担当する

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の

地域包括支援センターを設置することが必

要であると美濃加茂市高齢者施策等運営協

議会において認められた場合には、地域包括

支援センターの人員配置基準は担当する区
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区域における第１号被保険者の数に応じ、そ

れぞれ次の各号に定めるところによること

ができる。 

域における第１号被保険者の数に応じ、それ

ぞれ次の各号に定めるところによることが

できる。 

 (1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。 
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議第７９号 

美濃加茂市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例について 

美濃加茂市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例を下記のとおり制定する。 

令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例 

（美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号） 

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止

めた期末手当）は、支給しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止

めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該

基準日に対応する支給日の前日までの間

に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日

の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せ

られたもの 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該

基準日に対応する支給日の前日までの間

に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日

の前日までの間に禁錮以上の刑に処せら

れたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支

給を一時差し止める処分を受けた者（当該

処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支

給を一時差し止める処分を受けた者（当該

処分を取り消された者を除く。）で、その

者の在職期間中の行為に係る刑事事件に
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関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの 関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当

を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることができる。

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当

を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日まで

の間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が

定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規

定する略式手続によるものを除く。第５項

において同じ。）をされ、その判決が確定

していない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日まで

の間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定して

いない場合 

(2) （略） (2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至つた場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第３号に該当する

場合において、一時差止処分を受けた者がそ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至つた場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第３号に該当する

場合において、一時差止処分を受けた者がそ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となつた行為に係る刑事事

件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなか

つた場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となつた行為に係る刑事事

件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつ

た場合 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

６～８ （略） ６～８ （略） 

（美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３
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９年美濃加茂市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（退職報償金支給の制限） （退職報償金支給の制限） 

第６条 退職報償金は、次の各号の一に該当す

るものに対しては支給しない。 

第６条 退職報償金は、次の各号の一に該当す

るものに対しては支給しない。 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者 (1) 禁固以上の刑に処せられた者 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

（美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年美濃加茂市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（経過措置） （経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、

前条の規定の施行前において旧実施機関が

保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された旧条例第２条第５号に規定する保

有個人情報を含む情報の集合物であって、個

人情報取扱事務の目的を達成するために特

定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成し

たもの（その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。）を前条の規定の施行後

に提供したときは、２年以下の拘禁刑又は１

００万円以下の罰金に処する。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、

前条の規定の施行前において旧実施機関が

保有していた個人の秘密に属する事項が記

録された旧条例第２条第５号に規定する保

有個人情報を含む情報の集合物であって、個

人情報取扱事務の目的を達成するために特

定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成し

たもの（その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。）を前条の規定の施行後

に提供したときは、２年以下の懲役又は１０

０万円以下の罰金に処する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して

知り得た前条の規定の施行前において旧実

施機関が保有していた旧条例第２条第５号

に規定する保有個人情報を前条の規定の施

行後に自己若しくは第三者の不正な利益を

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して

知り得た前条の規定の施行前において旧実

施機関が保有していた旧条例第２条第５号

に規定する保有個人情報を前条の規定の施

行後に自己若しくは第三者の不正な利益を
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図る目的で提供し、又は盗用したときは、１

年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に

処する。 

図る目的で提供し、又は盗用したときは、１

年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処

する。 

６・７ （略） ６・７ （略） 

（美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和５年美濃加茂市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（罰則） （罰則） 

第１７条 第６条第６項の規定に違反して秘

密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は５

０万円以下の罰金に処する。 

第１７条 第６条第６項の規定に違反して秘

密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める

刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第２条の規定による

改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）

第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下こ

の項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定す

る拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁

錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及

び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によ

ることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の

規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無

期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた

者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前

に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた

者は、第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例第２０条

の３第１項第１号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起

訴をされた者とみなす。 
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議第８０号 

美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報の保護に関する法律

施行条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例の

一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市情報公開条例及び美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条

例の一部を改正する条例 

（美濃加茂市情報公開条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）の一部を 

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（公文書の公開義務） （公文書の公開義務） 

第６条 実施機関は、公開請求があったとき

は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非公開情報」という。）のい

ずれかが記録されている場合を除き、公開請

求をしたもの（以下「公開請求者」という。）

に対し、当該公文書を公開しなければならな

い。 

第６条 実施機関は、公開請求があったとき

は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げ

る情報（以下「非公開情報」という。）のい

ずれかが記録されている場合を除き、公開請

求をしたもの（以下「公開請求者」という。）

に対し、当該公文書を公開しなければならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第２項において同じ。）

(2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録

に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。次条第２項において同じ。）
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により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識

別することはできないが、公開することに

より、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識

別することはできないが、公開することに

より、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの。ただし、次に掲げる情報を除

く。 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ 公務員等（国家公務員法（昭和２２年

法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第４項

に規定する行政執行法人の役員及び職

員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律（平成１３年法律第１４０号）第

２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２条に規定する地方公務員並びに

地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第

１項に規定する地方独立行政法人をい

う。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）

の職務の遂行に係る情報に含まれる当

該公務員等の職に関する情報（公開する

ことにより、当該公務員等の権利利益が

著しく侵害されるおそれがあるものを

除く。） 

エ 公務員等（国家公務員法（昭和２２年

法律第１２０号）第２条第１項に規定す

る国家公務員（独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第２条第４項

に規定する行政執行法人の役員及び職

員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律（平成１３年法律第１４０号）第

２条第１項に規定する独立行政法人等

をいう。以下同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２条に規定する地方公務員並びに

地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第

１項に規定する地方独立行政法人をい

う。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）

の職務の遂行に係る情報に含まれる当

該公務員等の職及び氏名に関する情報

（公開することにより、当該公務員等の

権利利益が著しく侵害されるおそれが

あるものを除く。） 

(2)の2～(7) （略） (2)の2～(7) （略） 

（美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年美濃加茂市条 

例第１号）の一部を次のとおり改正する。 

改正後 改正前 
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 （不開示情報としない情報） 

第４条 削除 第４条 法第７８条第２項の規定により読み

替えて適用する同条第１項の開示すること

とされている情報として条例で定めるもの

は、美濃加茂市情報公開条例（平成１１年美

濃加茂市条例第２０号）第６条第２号エに掲

げる情報（当該公務員等の氏名に係る部分に

限る。）とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市情報公開条例の規定は、施行日以後に行わ

れる公文書の公開請求について適用し、施行日前に行われた公文書の公開請求に

ついては、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の美濃加茂市個人情報の保護に関する法律施行条例の規

定は、施行日以後に行われる保有個人情報の開示請求について適用し、施行日前

に行われた保有個人情報の開示請求については、なお従前の例による。 
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議第８１号 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１２

２．５、１２月に支給する場合においては１

００分の１２７．５を乗じて得た額（給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が６級

以上であるもの（これらの職員のうち、市の

規則で定める職員に限る。第２１条において

「特定管理職員」という。）にあつては６月に

支給する場合においては１００分の１０２．

５、１２月に支給する場合においては１００

分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準日

以前６月以内の期間における当該職員の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１２２．５を乗じて得た額（給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が６級以

上であるもの（これらの職員のうち、市の規

則で定める職員に限る。第２１条において

「特定管理職員」という。）にあつては１００

分の１０２．５を乗じて得た額)に、基準日以

前６月以内の期間における当該職員の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 
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３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２２．５」とあるのは「１００分の６

８．７５」と、「１００分の１２７．５」とあ

るのは「１００分の７１．２５」と、「１００

分の１０２．５」とあるのは「１００分の５

８．７５」、「１００分の１０７．５」とある

のは「１００分の６１．２５」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２２．５」とあるのは「１００分の６

８．７５」と、「１００分の１０２．５」とあ

るのは「１００分の５８．７５」とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、６月に支給

する場合においては１００分の１０２．５

（特定管理職員にあつては、１００分の１

２２．５）、１２月に支給する場合におい

ては１００分の１０７．５（特定管理職員

にあつては、１００分の１２７．５）を乗

じて得た額の総額 

(1） 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、１００分の

１０２．５（特定管理職員にあつては、１

００分の１２２．５）を乗じて得た額の総

額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．
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場合においては１００分の４８．７５（特

定管理職員にあつては、１００分の５８．

７５）、１２月に支給する場合においては

１００分の５１．２５（特定管理職員にあ

つては、１００分の６１．２５）を乗じて

得た額の総額 

７５（特定管理職員にあつては、１００分

の５８．７５）を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正後）】 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正前）】 

【別表第１（改正前）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員

１ 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 365,500

２ 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 368,100

３ 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 370,500

４ 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 372,900

５ 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 374,800

６ 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 377,300

７ 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 379,600

８ 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 382,100

９ 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 384,500

１０ 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 387,100

１１ 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 389,700

１２ 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 392,300

１３ 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 394,600

１４ 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 396,900

１５ 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 399,100

１６ 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 401,400

１７ 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 403,200

１８ 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 405,100

１９ 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 407,000

２０ 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 408,800
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２１ 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 410,600

２２ 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 412,400

２３ 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 414,200

２４ 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 416,000

２５ 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 417,600

２６ 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 419,100

２７ 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 420,600

２８ 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 422,100

２９ 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 423,600

３０ 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 424,900

３１ 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 426,200

３２ 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 427,400

３３ 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 428,600

３４ 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 429,900

３５ 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 431,200

３６ 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 432,400

３７ 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 433,600

３８ 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 434,400

３９ 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 435,200

４０ 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 436,000

４１ 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 436,600

４２ 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 437,300

４３ 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 438,000

４４ 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 438,700

４５ 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 439,500

４６ 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 440,300

４７ 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 440,700

４８ 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 441,400

４９ 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 441,900

５０ 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 442,300

５１ 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 442,700

５２ 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 443,100

５３ 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 443,500

５４ 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 443,900

５５ 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 444,300

５６ 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 444,600
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５７ 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 444,900

５８ 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 445,300

５９ 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 445,600

６０ 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 445,900

６１ 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 446,200

６２ 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300

６３ 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600

６４ 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900

６５ 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200

６６ 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500

６７ 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800

６８ 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100

６９ 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300

７０ 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600

７１ 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900

７２ 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100

７３ 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300

７４ 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600

７５ 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900

７６ 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100

７７ 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300

７８ 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600

７９ 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900

８０ 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100

８１ 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300

８２ 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600

８３ 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900

８４ 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100

８５ 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300

８６ 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300

８７ 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600

８８ 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800

８９ 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000

９０ 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300

９１ 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600

９２ 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800
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９３ 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000

９４  295,900 343,600

９５ 296,200 344,100

９６ 296,600 344,500

９７ 296,800 344,700

９８ 297,100 345,100

９９ 297,500 345,500

１００ 297,900 345,800

１０１ 298,100 346,100

１０２ 298,400 346,500

１０３ 298,800 346,900

１０４ 299,100 347,300

１０５ 299,300 347,800

１０６ 299,600 348,200

１０７ 300,000 348,600

１０８ 300,300 349,000

１０９ 300,500 349,500

１１０ 300,900 349,900

１１１ 301,300 350,200

１１２ 301,600 350,500

１１３ 301,800 351,000

１１４ 302,000

１１５ 302,300

１１６ 302,700

１１７ 302,900

１１８ 303,100

１１９ 303,400

１２０ 303,700

１２１ 304,100

１２２ 304,300

１２３ 304,600

１２４ 304,900

１２５ 305,200
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定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 316,200 358,000

【別表第１（改正後）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員

１ 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400

２ 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000

３ 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300

４ 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500

５ 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400

６ 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700

７ 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800

８ 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800

９ 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800

１０ 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100

１１ 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300

１２ 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500

１３ 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700

１４ 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000

１５ 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200

１６ 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500

１７ 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300

１８ 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200

１９ 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100

２０ 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900

２１ 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700

２２ 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500

２３ 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300
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２４ 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100

２５ 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700

２６ 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200

２７ 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700

２８ 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200

２９ 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700

３０ 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000

３１ 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300

３２ 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500

３３ 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700

３４ 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000

３５ 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300

３６ 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500

３７ 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700

３８ 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500

３９ 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300

４０ 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100

４１ 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700

４２ 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300

４３ 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900

４４ 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500

４５ 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200

４６ 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000

４７ 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400

４８ 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100

４９ 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600

５０ 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000

５１ 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400

５２ 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800

５３ 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200

５４ 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600

５５ 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000

５６ 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300

５７ 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600

５８ 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000

５９ 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300
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６０ 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600

６１ 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900

６２ 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800

６３ 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100

６４ 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400

６５ 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600

６６ 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900

６７ 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200

６８ 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500

６９ 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700

７０ 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000

７１ 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300

７２ 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500

７３ 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700

７４ 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000

７５ 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300

７６ 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500

７７ 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700

７８ 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000

７９ 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300

８０ 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500

８１ 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700

８２ 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000

８３ 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300

８４ 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500

８５ 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700

８６ 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500

８７ 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800

８８ 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000

８９ 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200

９０ 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500

９１ 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800

９２ 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000

９３ 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200

９４  299,400 347,400

９５ 299,700 347,800
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９６ 300,100 348,200

９７ 300,300 348,400

９８ 300,600 348,800

９９ 301,000 349,200

１００ 301,400 349,500

１０１ 301,600 349,800

１０２ 301,900 350,200

１０３ 302,200 350,600

１０４ 302,500 351,000

１０５ 302,700 351,500

１０６ 303,000 351,900

１０７ 303,300 352,300

１０８ 303,600 352,700

１０９ 303,800 353,200

１１０ 304,200 353,600

１１１ 304,600 353,900

１１２ 304,900 354,200

１１３ 305,100 354,700

１１４ 305,300

１１５ 305,600

１１６ 306,000

１１７ 306,200

１１８ 306,400

１１９ 306,700

１２０ 307,000

１２１ 307,400

１２２ 307,600

１２３ 307,900

１２４ 308,200

１２５ 308,500

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700
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員 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１２５を乗じて得た額（給料表の適用

を受ける職員でその職務の級が６級以上で

あるもの（これらの職員のうち、市の規則で

定める職員に限る。第２１条において「特定

管理職員」という。）にあつては１００分の１

０５を乗じて得た額）に、基準日以前６月以

内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月

に支給する場合においては１００分の１２

２．５、１２月に支給する場合においては１

００分の１２７．５を乗じて得た額（給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が６級

以上であるもの（これらの職員のうち、市の

規則で定める職員に限る。第２１条において

「特定管理職員」という。）にあつては６月に

支給する場合においては１００分の１０２．

５、１２月に支給する場合においては１００

分の１０７．５を乗じて得た額）に、基準日

以前６月以内の期間における当該職員の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の７０」

と、「１００分の１０５」とあるのは「１００

分の６０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２２．５」とあるのは「１００分の６

８．７５」と、「１００分の１２７．５」とあ

るのは「１００分の７１．２５」と、「１００

分の１０２．５」とあるのは「１００分の５

８．７５」、「１００分の１０７．５」とある

のは「１００分の６１．２５」とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお
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いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、１００分の

１０５（特定管理職員にあつては、１００

分の１２５）を乗じて得た額の総額 

(1） 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、６月に支給

する場合においては１００分の１０２．５

（特定管理職員にあつては、１００分の１

２２．５）、１２月に支給する場合におい

ては１００分の１０７．５（特定管理職員

にあつては、１００分の１２７．５）を乗

じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０

（特定管理職員にあつては、１００分の６

０）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する

場合においては１００分の４８．７５（特

定管理職員にあつては、１００分の５８．

７５）、１２月に支給する場合においては

１００分の５１．２５（特定管理職員にあ

つては、１００分の６１．２５）を乗じて

得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例（以下「給与

条例」という）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条
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の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定

による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

- 24 -



議第８２号 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年美濃加

茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「６

月に支給する場合においては１００分の１

２２．５、１２月に支給する場合においては

１００分の１２７．５」とあるのは「６月に

支給する場合においては１００分の１７０、

１２月に支給する場合においては１００分

の１７５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは「１００分の１

７０」とする。 
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別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

  特定任期付職員給料表   特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００

２ ４４０，０００

３ ４９２，０００

４ ５５５，０００

５ ６３４，０００

６ ７４０，０００

号給 給料月額 

１ ３８０，０００

２ ４２７，０００

３ ４７７，０００

４ ５３９，０００

５ ６１５，０００

６ ７１８，０００

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２５」とあるのは「１００分の１

７２．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「６

月に支給する場合においては１００分の１

２２．５、１２月に支給する場合においては

１００分の１２７．５」とあるのは「６月に

支給する場合においては１００分の１７０、

１２月に支給する場合においては１００分

の１７５」とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する
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条例（以下「任期付職員条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用す

る。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された期末手当

は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみ

なす。 
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議第８３号 

美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例を下記

のとおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年美濃加茂市

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「６月に支給

する場合においては１００分の１２２．５、

１２月に支給する場合においては１００分

の１２７．５」とあるのは「６月に支給する

場合においては１００分の６８．７５、１２

月に支給する場合においては１００分の７

１．２５」と、給与条例第２０条第４項中「職

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１２２．５」とあるのは「１００分の６８．

７５」と、給与条例第２０条第４項中「職員

が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等に

あつては、給料の月額を算出率で除して得た

額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対す

る地域手当の月額の合計額」とあるのは「パ
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員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等

にあつては、給料の月額を算出率で除して得

た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは

「パートタイム会計年度任用職員が受ける

べき報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定

められたパートタイム会計年度任用職員に

あつては、前基準日の翌日からそれぞれその

基準日（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日）までの在職期

間における報酬（第３条から第５条までの規

定により支給された報酬を除く。）の１箇月

当たりの平均額）」とする。 

ートタイム会計年度任用職員が受けるべき

報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定めら

れたパートタイム会計年度任用職員にあつ

ては、前基準日の翌日からそれぞれその基準

日（退職し、又は死亡した職員にあつては、

退職し、又は死亡した日）までの在職期間に

おける報酬（第３条から第５条までの規定に

より支給された報酬を除く。）の１箇月当た

りの平均額）」とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第８条 給与条例第２１条の規定は、任期の定

めが６箇月以上のパートタイム会計年度任

用職員について準用する。この場合におい

て、給与条例第２１条第２項中「６月に支給

する場合においては１００分の１０２．５」

とあるのは「６月に支給する場合においては

１００分の４８．７５」と、「１２月に支給す

る場合においては１００分の１０７．５」と

あるのは「１２月に支給する場合においては

１００分の５１．２５」と、給与条例第２１

条第３項中「職員が受けるべき給料の月額

（育児短時間勤務職員等にあつては、給料の

月額を算出率で除して得た額）及びこれに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは

「パートタイム会計年度任用職員が受ける

べき報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定

められたパートタイム会計年度任用職員に

あつては、前基準日の翌日からそれぞれその

基準日（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日）までの在職期

間における報酬（第３条から第５条までの規

第８条 給与条例第２１条の規定は、任期の定

めが６箇月以上のパートタイム会計年度任

用職員について準用する。この場合におい

て、給与条例第２１条第２項中「１００分の

１０２．５」とあるのは「１００分の４８．

７５」と、給与条例第２１条第３項中「職員

が受けるべき給料の月額（育児短時間勤務職

員等にあつては、給料の月額を算出率で除し

て得た額）及びこれに対する地域手当の月額

の合計額」とあるのは「パートタイム会計年

度任用職員が受けるべき報酬の月額（日額又

は時間額で報酬が定められたパートタイム

会計年度任用職員にあつては、前基準日の翌

日からそれぞれその基準日（退職し、又は死

亡した職員にあつては、退職し、又は死亡し

た日）までの在職期間における報酬（第３条

から第５条までの規定により支給された報

酬を除く。）の１箇月当たりの平均額）」とす

る。 
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定により支給された報酬を除く。）の１箇月

当たりの平均額）」とする。 

第２条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「１００分の

１２５」とあるのは「１００分の７０．０」

と、給与条例第２０条第４項中「職員が受け

るべき給料（育児短時間勤務職員等にあつて

は、給料の月額を算出率で除して得た額）及

び扶養手当の月額並びにこれらに対する地

域手当の月額の合計額」とあるのは「パート

タイム会計年度任用職員が受けるべき報酬

の月額（日額又は時間額で報酬が定められた

パートタイム会計年度任用職員にあつては、

前基準日の翌日からそれぞれその基準日（退

職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、

又は死亡した日）までの在職期間における報

酬（第３条から第５条までの規定により支給

された報酬を除く。）の１箇月当たりの平均

額）」とする。 

第７条 美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下

「給与条例」という。）第２０条から第２０条

の３までの規定は、任期の定めが６箇月以上

のパートタイム会計年度任用職員（１週間当

たりの勤務時間が著しく少ない者として規

則で定めるものを除く。以下この条において

同じ。）について準用する。この場合におい

て、給与条例第２０条第２項中「６月に支給

する場合においては１００分の１２２．５、

１２月に支給する場合においては１００分

の１２７．５」とあるのは「６月に支給する

場合においては１００分の６８．７５、１２

月に支給する場合においては１００分の７

１．２５」と、給与条例第２０条第４項中「職

員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等

にあつては、給料の月額を算出率で除して得

た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは

「パートタイム会計年度任用職員が受ける

べき報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定

められたパートタイム会計年度任用職員に

あつては、前基準日の翌日からそれぞれその

基準日（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日）までの在職期

間における報酬（第３条から第５条までの規

定により支給された報酬を除く。）の１箇月

当たりの平均額）」とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

- 30 -



（勤勉手当） （勤勉手当） 

第８条 給与条例第２１条の規定は、任期の定

めが６箇月以上のパートタイム会計年度任

用職員について準用する。この場合におい

て、給与条例第２１条第２項中「１００分の

１０５」とあるのは「１００分の５０．０」

と、給与条例第２１条第３項中「職員が受け

るべき給料の月額（育児短時間勤務職員等に

あつては、給料の月額を算出率で除して得た

額）及びこれに対する地域手当の月額の合計

額」とあるのは「パートタイム会計年度任用

職員が受けるべき報酬の月額（日額又は時間

額で報酬が定められたパートタイム会計年

度任用職員にあつては、前基準日の翌日から

それぞれその基準日（退職し、又は死亡した

職員にあつては、退職し、又は死亡した日）

までの在職期間における報酬（第３条から第

５条までの規定により支給された報酬を除

く。）の１箇月当たりの平均額）」とする。 

第８条 給与条例第２１条の規定は、任期の定

めが６箇月以上のパートタイム会計年度任

用職員について準用する。この場合におい

て、給与条例第２１条第２項中「６月に支給

する場合においては１００分の１０２．５」

とあるのは「６月に支給する場合においては

１００分の４８．７５」と、「１２月に支給す

る場合においては１００分の１０７．５」と

あるのは「１２月に支給する場合においては

１００分の５１．２５」と、給与条例第２１

条第３項中「職員が受けるべき給料の月額

（育児短時間勤務職員等にあつては、給料の

月額を算出率で除して得た額）及びこれに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは

「パートタイム会計年度任用職員が受ける

べき報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定

められたパートタイム会計年度任用職員に

あつては、前基準日の翌日からそれぞれその

基準日（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日）までの在職期

間における報酬（第３条から第５条までの規

定により支給された報酬を除く。）の１箇月

当たりの平均額）」とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条

例（以下「会計年度任用職員条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から

適用する。 

（期末手当及び勤勉手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合にお

いては、同条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給

された期末手当及び勤勉手当は、同条の規定による改正後の会計年度任用職員条

例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。 
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議第８４号 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２２５、１２月に支給する場合においては１

００分の２３５を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２２５を乗じた額に、基準日以前

におけるその者の在職期間の区分に応じて

一般職の職員の例により一定の割合を乗じ

て得た額とする。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。 
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改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２３０を乗じた額に、基準日以前

におけるその者の在職期間の区分に応じて

一般職の職員の例により一定の割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２２５、１２月に支給する場合においては１

００分の２３５を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例

（以下「特別職給与条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手

当は、同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払と

みなす。 
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議第８５号 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例 

 （美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正） 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和４２年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２２５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２３５を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２５を乗じた額に、基

準日以前におけるその者の在職期間の区分

に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の

規定により期末手当を受ける職員（以下「一

般職の職員」という。）の例により一定の割
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定により期末手当を受ける職員（以下「一般

職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

合を乗じて得た額とする。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２３０を乗じた額に、基

準日以前におけるその者の在職期間の区分

に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の

規定により期末手当を受ける職員（以下「一

般職の職員」という。）の例により一定の割合

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２２５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２３５を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

定により期末手当を受ける職員（以下「一般

職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（以下「議員報酬条例」という。）の規定は、令和６年１２月

１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議第８６号 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

  令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 任命権者は、次に掲げる職員について、週

休日並びに始業及び終業の時刻について、職

員の申告を考慮して、第１項の規定による週

休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び

当該職員の勤務時間を割り振ることが公務

の運営に支障がないと認める場合には、同項

及び第２項の規定にかかわらず、市の規則の

定めるところにより、職員の申告を経て、単

位期間ごとの期間につき第１項の規定によ

る週休日に加えて当該職員の週休日を設け、

及び当該期間につき前条に規定する勤務時

間となるように当該職員の勤務時間を割り

振ることができる。 

４ 任命権者は、次に掲げる職員について、週

休日並びに始業及び終業の時刻について、職

員の申告を考慮して、第１項の規定による週

休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び

当該職員の勤務時間を割り振ることが公務

の運営に支障がないと認める場合には、同項

及び第２項の規定にかかわらず、市の規則の

定めるところにより、職員の申告を経て、単

位期間ごとの期間につき第１項の規定によ

る週休日に加えて当該職員の週休日を設け、

及び当該期間につき前条に規定する勤務時

間となるように当該職員の勤務時間を割り

振ることができる。 

(1) 子（民法（明治２９年法律第８９号）第 (1) 子（民法（明治２９年法律第８９号）第
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８１７条の２第１項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規定する

特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として市の規則で定

める者を含む。）の養育又は配偶者等（配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下この号におい

て同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

市の規則で定める者をいう。第１６条第１

項において同じ。）の介護をする職員であ

って、市の規則で定めるもの 

８１７条の２第１項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規定する

特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事

件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第１項に規定する里親である

職員に委託されている児童のうち、当該職

員が養子縁組によって養親となることを

希望している者その他これらに準ずる者

として市の規則で定める者を含む。）の養

育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下この号において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他市の規則で定める

者をいう。第１６条第１項において同じ。）

の介護をする職員であって、市の規則で定

めるもの 

(2) （略） (2) （略） 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情によ

り特別の形態によって勤務する必要のある

職員については、前条第１項及び第２項の規

定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振

りを別に定めることができる。 

第４条 任命権者は、公務の運営上の事情によ

り特別の形態によって勤務する必要のある

職員については、前条の規定にかかわらず、

週休日及び勤務時間の割振りを別に定める

ことができる。 

２ （略） ２ （略） 

（週休日の振替等） （週休日の振替等） 

第５条 任命権者は、職員に第３条第１項若し

くは第４項又は前条の規定により週休日と

された日において特に勤務をすることを命

ずる必要がある場合には、市の規則に定める

ところにより、第３条第２項から第４項まで

又は前条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下この条において「勤務日」とい

第５条 任命権者は、職員に第３条第１項若し

くは第４項又は前条の規定により週休日と

された日において特に勤務をすることを命

ずる必要がある場合には、市の規則に定める

ところにより、第３条第２項から第４項まで

又は前条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下この条において「勤務日」とい
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う。）のうち市の規則で定める期間内にある

勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割

り振られた勤務時間を当該勤務することを

命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期

間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤

務時間（第３条第２項から第４項までの規定

により勤務時間が割り振られた日の勤務時

間の２分の１に相当する勤務時間として市

の規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。）

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該

半日勤務時間の勤務時間を当該勤務するこ

とを命ずる必要がある日に割り振ることが

できる。 

う。）のうち市の規則で定める期間内にある

勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割

り振られた勤務時間を当該勤務することを

命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期

間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間

を当該勤務日に割り振ることをやめて当該

４時間の勤務時間を当該勤務することを命

ずる必要がある日に割り振ることができる。

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、１の年度ごとにお

ける休暇とし、その日数は、１の年度におい

て、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、

当該各号に掲げる日数とする。 

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、１の年において、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる日数とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、

当該年度の中途において新たに職員とな

るもの その年度の在職期間を考慮し２

０日を超えない範囲内で市の規則で定め

る日数 

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、

当該年の中途において新たに職員となる

もの その年の在職期間を考慮し２０日

を超えない範囲内で市の規則で定める日

数 

(3) 当該年度の前年度において地方公営企

業等の労働関係に関する法律（昭和２７年

法律第２８９号。以下この号において「地

公労法」という。）の適用を受ける職員、特

別職に属する地方公務員、美濃加茂市以外

の地方公共団体の職員、国家公務員又は地

方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２

４号）に規定する地方住宅供給公社若しく

は地方道路公社法（昭和４５年法律第８２

号）に規定する地方道路公社若しくは公有

地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年

(3) 当該年の前年において地方公営企業等

の労働関係に関する法律（昭和２７年法律

第２８９号。以下この号において「地公労

法」という。）の適用を受ける職員、特別職

に属する地方公務員、美濃加茂市以外の地

方公共団体の職員、国家公務員又は地方住

宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４

号）に規定する地方住宅供給公社若しくは

地方道路公社法（昭和４５年法律第８２

号）に規定する地方道路公社若しくは公有

地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年
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法律第６６号）に規定する土地開発公社若

しくは沖縄振興開発金融公庫その他その

業務が国又は地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち

市の規則で定めるものに使用される者（以

下この号において「地公労法適用職員等」

という。）であったものであって引き続き

当該年度に新たに職員となったものその

他市の規則で定める職員 地公労法適用

職員等としての在職期間及びその在職期

間中における年次有給休暇の残日数等を

考慮し、２０日に次項の市の規則で定める

日数を加えた日数を超えない範囲内で市

の規則で定める日数 

法律第６６号）に規定する土地開発公社若

しくは沖縄振興開発金融公庫その他その

業務が国又は地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち

市の規則で定めるものに使用される者（以

下この号において「地公労法適用職員等」

という。）であったものであって引き続き

当該年に新たに職員となったものその他

市の規則で定める職員 地公労法適用職

員等としての在職期間及びその在職期間

中における年次有給休暇の残日数等を考

慮し、２０日に次項の市の規則で定める日

数を加えた日数を超えない範囲内で市の

規則で定める日数 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越

されたものを除く。）は、市の規則で定める日

数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越

すことができる。 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越

されたものを除く。）は、市の規則で定める日

数を限度として、当該年の翌年に繰り越すこ

とができる。 

３ （略） ３ （略） 

（介護時間） （介護時間） 

第１６条の２ （略） 第１６条の２ （略） 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内

において１日につき２時間を超えない範囲

内で必要と認められる時間とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内

におおいて１日につき２時間を超えない範

囲内で必要と認められる時間とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１２条の改正並びに附則第３

項及び第４項の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例（第１２条の改正を除く。）の施行の際現に第２条第４項の規定に基づ

き月曜日から金曜日までの５日間において市の規則で定める時間の勤務時間が割

り振られている職員について、この条例による改正前の第５条の規定に基づき定

められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれこの条例によ

る改正後の同条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りと

みなす。 
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３ 第１２条の改正の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に在職する職員に

係る令和７年度の年次有給休暇の日数については、この条例による改正後の第１

２条第１項及び第２項の規定にかかわらず、令和７年１月１日（以下「基準日」

という。）時点でこの条例による改正前の同条第１項及び第２項の規定による年次

有給休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に取得した年次有給

休暇の日数を減じて得た日数に５日を加えた日数とする。 

４ 施行日において、この条例による改正後の第１２条第１項第３号に該当する職

員に係る同号の規定の適用については、同号中「２０日」とあるのは「２５日」

とする。 
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議第８７号 

令和６年度美濃加茂市一般会計補正予算（第５号） 

令和６年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１６５，０５２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５，８２０，２５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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第 　２　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

7 2

9 教育費 5 社会教育費

戸籍事務 9,350

土木費 道路橋りょう費 道路施設補修点検事業 5,000

総務費 3 戸籍住民基本台帳費

東図書館駐車場整備事業 19,340

交流センター施設維持管理事業 4,000

（追加）

款 項 金　　額事　　　業　　　名

住民基本台帳事務 18,678

2
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債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正

（追加） （単位：千円）

第　３　表

事　　　　　　　項 期　　間 限　　 度　  額

39,700令和７年度あい愛バスＡＩデマンド交通システム運行業務

あい愛バス運行負担金
自　令和７年度

1,122,500
至　令和１２年度
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第 ４ 表 地　　方　　債　　補　　正

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円

道路施設補修点検
事業

209,400 証書借入

年3.0％以
内（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金に
ついては、
その融資条
件により、銀
行その他の
場合にはそ
の借入先と
協定するも
のによる。た
だし、市財
政の都合に
より繰上償
還又は低利
に借換えす
ることができ
る。

214,400 変更なし 変更なし 変更なし

補　　　　　正　　　　　前

（変更）

補　　　　　正　　　　　後
　起　債　の　目　的

- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 59 -



- 60 -



- 61 -



- 62 -



5
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１　特別職

報酬 給料
期末手当
（千円）

地域
手当

寒冷地
手当

その他
の手当

計

（千円） （千円）
年間支給率
（月分）

（千円） （千円） （千円） （千円）

35,652 16,403 10,696 62,751 9,344 72,095

(4.6)

70,607 32,478 103,085 20,461 123,546

(4.6)

その他の
特別職

1,599 85,022 85,022 85,022

計 1,619 155,629 35,652 48,881 10,696 250,858 29,805 280,663

35,652 14,674 10,696 61,022 9,224 70,246

(4.5)

70,607 31,771 102,378 20,461 122,839

(4.5)

その他の
特別職

1,599 85,022 85,022 85,022

計 1,619 155,629 35,652 46,445 10,696 248,422 29,685 278,107

長　等 1,729 1,729 120 1,849

議　員 707 707 707

その他の
特別職

計 2,436 2,436 120 2,556

給 与 費 明 細 書

補
正
前

比
較

共済費
（千円）

合計
（千円）

区分
職員数
（人）

長　等

議　員
補
正
後

給　　　与　　　費

4

4

備考

議　員 16

16

長　等

- 100 -



２　一般職
（１）総括

777

(1)

789

(2)

△ 12

1

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,068 35,977 334,541 287,900 1,074 166,006

補
正
前

30,678 39,040 16,782 14,580 30 121,140 35,977 327,335 281,782 1,074 163,265

比
較

4 565 2,452 841 15,928 7,206 6,118 2,741

△ 12,336 2,172 35,855 25,691 △ 14,939

補
正
前

640,925 1,234,215 1,031,683 2,906,823

10,752

備考

3,452,839

3,463,591

比
較

共済費
（千円）

合計
（千円）計

（千円）

給          与          費

職員手当
（千円）

1,067,538 2,932,514 531,077

546,016

職
員
手
当
の
内
訳

給料
（千円）

報酬
（千円）

区
分

区分

職員数
（人）

628,589 1,236,387
補
正
後
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ア　会計年度任用職員以外の職員

333

(1)

343

(2)

△ 10

(1)

（　）内は内短時間勤務職員数を計上

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

単身赴
任手当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

30,682 39,605 19,234 15,421 30 137,068 35,977 274,571 244,380 1,074 166,006

補
正
前

30,678 39,040 16,782 14,580 30 121,140 35,977 268,020 239,117 1,074 163,265

比
較

4 565 2,452 841 15,928 6,551 5,263 2,741

32,462

職
員
手
当
の
内
訳

区分

比
較

2,172 34,345 36,517 △ 4,055

2,627,459

補
正
前

1,234,215 929,703 2,163,918 431,079 2,594,997

補
正
後

1,236,387 964,048 2,200,435 427,024

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）

合計
（千円）

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）
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イ　会計年度任用職員

444

446

△ 2

補
正
後

補
正
前

比
較

42,665

855

59,315

655

△ 21,710

勤勉
手当

(千円)

43,520職
員
手
当
の
内
訳

区分
期末
手当

(千円)

59,970

比
較

857,842

補
正
後

△ 12,336 1,510 △ 10,826 △ 10,884

836,132628,589

補
正
前

640,925 101,980 742,905 114,937

合計
（千円）

103,490 732,079

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

104,053

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分

増減額
(千円)

2,172 給与改定に 37,358 給与改定率（3.12％）

伴う増加分

その他の △ 35,186 新陳代謝・人事異動

増減分 に伴う増減分

35,855 給与改定に 34,542 地域手当 1,160

伴う増加分 期末手当 14,655 期末手当0.05月分増

勤勉手当 13,459 勤勉手当0.05月分増

退職手当負担金 5,268

その他の 1,313 扶養手当 4

増減分 地域手当 △ 595

住居手当 2,452

通勤手当 841

時間外手当 15,928

期末手当 △ 7,449

勤勉手当 △ 7,341

退職手当負担金 △ 2,527

増減事由
別内訳(千円)

説　　　明 備　　　考

給
料

職
員
手
当
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（３）給料及び職員手当の状況
ア　職員１人当たり給与

イ　初任給

―

単純労務職一般行政職

43.2

―376,596

312,377

―

一般行政職（円）

国の制度

―

区　　　分

平均給与月額(円）令和6年10月1日現在

平均年齢（歳）

平均給料月額(円）

―

―

一般行政職（円）区　分

令和5年10月1日現在

309,526

375,560

平均年齢（歳） 42.8

平均給料月額(円）

平均給与月額(円）

高校卒

大学卒 220,000 220,000

188,000 188,000
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ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）

1級 50 15.02 1級

2級 61 18.32 2級

3級 87 26.13 3級

4級 27 8.11 4級

(1) (100)

5級 65 19.52 5級

6級 35 10.51 

7級 8 2.40 

計 333 100.00 計

(1) (100)

1級 40 12.27 1級 1 100.00

2級 70 21.47 2級

(1) (50.00)

3級 83 25.46 3級

4級 27 8.28 4級

(1) (50.00)

5級 63 19.33 5級

6級 35 10.74 

7級 8 2.45 

計 326 100.00 計 1 100.00

(2) (100.00)

（　）内は短時間勤務職員数を計上

（令和6年度　級別の基準となる職務）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

単純労務職一般行政職
区　　分

課長課長補佐主任 部長主任主査

令和5年10月1日現在

令和6年10月1日現在

一般行政職 係長主事・技師
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エ　昇給

一般行政職 単純労務職

(人） 332 332

(人） 253 253

1号給 (人） 7 7

2号給 (人） 6 6

3号給 (人） 8 8

4号給 (人） 183 183

6号給 (人） 49 49

8号給 (人）

（％） 76.2 76.2

(人） 330 329 1

(人） 261 260 1

1号給 (人） 10 10

2号給 (人） 1 1

3号給 (人） 17 17

4号給 (人） 233 232 1

6号給 (人）

8号給 (人）

（％） 79.1 79.0 100.0

代表的な職種
合計区　　　分

補
正
後

比率（B)／（A)

昇給に係る職員数（B）

職員数（A）

昇給数別内訳

補
正
前

職員数（A）

昇給に係る職員数（B）

比率（B)／（A)

昇給数別内訳
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オ　期末手当・勤勉手当

区
分

6月(月分) 12月(月分) 支給率計（月分）

職制上の段階、職
務の

級等による加算措
置

備考

2.25 2.35 4.6

（1.175） （1.225） （2.35）

2.25 2.25 4.5

（1.175） （1.175） （2.3）

2.25 2.35 4.6

（1.175） （1.225） （2.35）

（　）内は再任用職員の支給率を計上

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度

（月分） （月分） （月分） （月分）

支
給
率
等

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特
例措置
（3～45％加算）

国
の
制
度

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特
例措置
（3～45％加算）

キ　地域手当

東京都 岐阜市 美濃加茂市

20.0 6.0 3.0

1 1 341

20.0 6.0 3.0

その他の加算措置
等

備考

支給率（％）

有

有

支給対象職員数(人)

国の指定基準に
基づく支給率（％）

区
分

補
正
後

補
正
前

国
の
制
度

有

支給対象地域
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限 度 額
期  間 金  額

千円

39,700
千円

あい愛バス運行負担金

1,122,500

あい愛バスＡＩデマンド交通システム
運行業務

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末までの

事　　　　　項 支出（見込）額
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期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円

R７ 39,700 2,000 37,700
千円 千円 千円

R７－Ｒ１２ 1,122,500 41,800 1,080,700

特　　　定　　　財　　　源 一般財源

当該年度以降の 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳

支出予定額
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前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高　　　　　　　高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債 7,546,660      7,583,568      1,393,500      754,147         8,222,921

（１）　総　　務　　 121,420         145,014         48,400          13,599          179,815

（２）　民　　生 872,977         885,817         220,300         62,539          1,043,578

（３）　衛　　生 261,600         243,156                             18,481          224,675

（４）　農　　林 106,814         93,959          800               12,782          81,977

（５）　商　　工 3,586            4,128            4,500            1,528            7,100

（６）　土　　木 1,790,307      1,934,559      513,300         238,871         2,208,988

（７）　消　　防 1,199,993      1,102,536      18,100          106,207         1,014,429

（８）　教　　育 3,189,963      3,174,399      588,100         300,140         3,462,359

２　災害復旧債 37,357          33,203                              4,703            28,500

（１）　補助災害 2,300            2,047                                253               1,794

（２）　単独災害 35,057          31,156                              4,450            26,706

３　そ　の　他 7,575,001      7,040,031      115,000         688,235         6,466,796

（１）　県貸付金                                                                                 

（２）　減収補てん債等 124,180         93,030                              25,338          67,692

（３）　財源対策債等 29,437          19,913                              4,780            15,133

（４）　臨時財政対策債 7,421,384      6,927,088      115,000         658,117         6,383,971

15,159,018     14,656,802     1,508,500      1,447,085      14,718,217合　　　計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分
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議第８８号 

令和６年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第３号） 

令和６年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５，８３２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，２４９，２４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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１　一般職
（１）総括

補
正
後

21

補
正
前

22

比
較

△ 1

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

360 1,077 477 655 1,923 748 10,140 8,418 4,514

補
正
前

360 1,021 246 438 1,923 748 9,904 8,284 4,276

比
較

56 231 217 236 134 238

28,312

27,200

給 与 費 明 細 書

区
分

給          与          費

報酬
（千円）

職
員
手
当
の
内
訳

1,112

25,016

1,265

区分

34,710

△ 1,668

85,10532,889

86,370

備考
職員手当
（千円）

1,531

96,974

1,821

11,869

98,505

266

職員数
（人） 計

（千円）

23,348

共済費
（千円）

合計
（千円）給料

（千円）

12,135
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ア　会計年度任用職員以外の職員

補
正
後

10

補
正
前

9

比
較

1

扶養
手当

地域
手当

住居
手当

通勤
手当

特勤
手当

時間外
手当

管理職
手当

期末
手当

勤勉
手当

宿日直
手当

退職手当
負担金

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

補
正
後

360 1,077 477 655 1,923 748 7,432 6,495 4,514

補
正
前

360 1,021 246 438 1,923 748 7,114 6,304 4,276

比
較

56 231 217 318 191 238

合計
（千円）

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

23,681 58,391 10,730

470

区
分
職員数
（人）

給          与          費
共済費
（千円）

3,542

69,121

32,889 22,430 55,319 10,260 65,579

34,710

職
員
手
当
の
内
訳

区分

1,821 1,251 3,072
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イ　会計年度任用職員

補
正
後

11

補
正
前

13

比
較

△ 2

補
正
後

補
正
前

比
較

勤勉
手当

(千円)

1,923

1,980

△ 57

区
分
職員数
（人）

給          与          費

23,348

共済費
（千円）

合計
（千円）

備考
報酬
（千円）

給料
（千円）

職員手当
（千円）

計
（千円）

4,631 27,979 1,405 29,384

25,016 4,770 29,786 1,609 31,395

△ 1,668 △ 139 △ 1,807 △ 204 △ 2,011

職
員
手
当
の
内
訳

区分
期末
手当

(千円)

2,708

2,790

△ 82
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区
分

増減額
(千円)

1,821 給与改定に 1279 給与改定率（3.85％）

伴う増加分

その他の 542 会計間異動・その他に

増減分 伴う増減分

1,112 給与改定に 1103 地域手当 39

伴う増加分 期末手当 472 期末手当0.05月分増

勤勉手当 425 勤勉手当0.05月分増

退職手当負担金 167

その他の 9 地域手当 17

増減分 住居手当 231

通勤手当 217

期末手当 △ 236

勤勉手当 △ 291

退職手当負担金 71

増減事由
別内訳(千円)

説　　明 備　　考

給
料

職
員
手
当
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（３）給料及び職員手当の状況
ア　職員１人当たり給与

イ　初任給

令和5年10月1日現在

平均給料月額(円） 291,933

平均年齢（歳） 39.4

高校卒

平均給与月額(円）

大学卒 220,000 220,000

188,000

区　分

188,000

一般行政職（円）

国の制度
一般行政職（円）

一般行政職区　　分

平均給与月額(円）

平均年齢（歳）

令和6年10月1日現在

平均給料月額(円） 290,978

38.9

330,058

337,440
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ウ　級別職員数

級 職員数（人） 構成比（％）

1級 1 10.00

2級 4 40.00

3級 2 20.00

4級 2 20.00

5級

6級 1 10.00

7級

計 10 100.00

1級 1 11.11

2級 2 22.22

3級 3 33.33

4級 2 22.22

5級

6級 1 11.11

7級

計 9 99.99

（令和6年度　級別の基準となる職務）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

係長 課長課長補佐

一般行政職
区　　分

令和6年10月1日現在

一般行政職

令和5年10月1日現在

主事 主任 部長主任主査
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エ　昇給

代表的な職種

一般行政職

(人） 10 10

(人） 10 10

2号給 (人）

3号給 (人） 1 1

4号給 (人） 9 9

6号給 (人）

8号給 (人）

（％） 100.0 100.0

(人） 9 9

(人） 9 9

2号給 (人）

3号給 (人） 1 1

4号給 (人） 8 8

6号給 (人）

8号給 (人）

（％） 100.0 100.0

職員数（A）

昇給数別内訳

昇給数別内訳

前
年
度

職員数（A）

昇給に係る職員数（B）

比率（B)／（A)

合計区　　分

本
年
度

比率（B)／（A)

昇給に係る職員数（B）
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オ　期末手当・勤勉手当

区
分

6月(月分) 12月(月分) 支給率計（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備考

補
正
後

2.25 2.35 4.6 有

補
正
前

2.25 2.25 4.5 有

国
の
制
度

2.25 2.35 4.6 有

カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最高限度 その他の加算措置等

（月分） （月分） （月分） （月分）

支
給
率
等

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置
（3～45％加算）

国
の
制
度

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置
（3～45％加算）

キ　地域手当

3.0

10

3.0

備考

支給率（％）

支給対象職員数(人)

国の指定基準に
基づく支給率（％）

区
分
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議第８９号 

美濃加茂市第６次総合計画後期基本計画について 

美濃加茂市第６次総合計画後期基本計画を別冊のとおり定めるものとする。 

令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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議第９０号 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定を下記のとおり変更する。 

  令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏の形成に関する協定（令和３年４月１日）の一

部を次のように変更する。 

変更後 変更前 

(連携する具体的事項及び役割分担) (連携する具体的事項及び役割分担) 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の(ア)から(ウ)までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける

甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の(ア)から(ウ)までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける

甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

(ア) 生活機能の強化に係る政策分野 (ア)  生活機能の強化に係る政策分野

（略） 

【産業振興】 

（略） 

・木曽川や旧中山道を活用した観光の推進 

a（略） 

b（略） 

c（略） 

（略） 

【産業振興】 

（略） 

・木曽川や旧中山道を活用した観光の推進 

a（略） 

b（略） 

c（略） 

【防災】 

・圏域防災体制の充実 

ａ 取組みの内容 

圏域の防災力の向上を図るため、圏域住民の

防災意識の向上、災害に対応できる職員の技
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術向上の体制を整備する。 

ｂ 甲の役割 

防災体制の充実に向け、中心的な役割を担う。 

ｃ 乙の役割 

圏域の防災体制の充実に取組む。 

【環境】 

（略） 

【環境】 

（略） 

附 則 

この協定は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第９１号 

財産の取得について 

美濃加茂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年美濃加茂市条例第４号）第３条の規定により、次の財産を取得することに

ついて、議会の議決を求める。 

 令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

１ 取得する財産  校務用ノートパソコン及び増設メモリ 

２ 契約の方 法  指名競争入札 

３ 取 得 価 格  金３１，９００，０００円 

４ 契約の相手方  株式会社エフワン 

          代表取締役  清 水 靖 彦 
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議第９２号 

損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、

次のとおり委託業者に損害を与えたことによる損害賠償の額を決定することについ

て、議会の議決を求める。 

令和６年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

１ 損害賠償の総額    ３，２０６，２８１円 

  上記金額の内訳 

(1) 消費税相当額  ３，１５１，４８１円 

   (2) 延滞税相当額     ５４，８００円 

２ 損害賠償の相手方  岐阜県美濃加茂市新池町３丁目４番１号 

            社会福祉法人 美濃加茂市社会福祉協議会 

            会長 海 老 和 允 
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議第９３号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和６年１１月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
山手５３

６号線 

美濃加茂市山手町三丁目７９番１地先   

美濃加茂市山手町三丁目７９番７地先 

２ 
本郷７１

５号線 

美濃加茂市本郷町四丁目字下久手１７７８番１地先  

美濃加茂市本郷町四丁目字下久手１７７８番２０地先 

３ 
本郷７１

６号線 

美濃加茂市本郷町一丁目字若林２番１０２地先  

美濃加茂市本郷町一丁目字若林２番４８１地先 

４ 
本郷７１

７号線 

美濃加茂市本郷町一丁目字切通橋下２０１５番９地先  

美濃加茂市本郷町一丁目字切通橋下２０１５番９地先 

５ 
島之洞５

７０号線 

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字雨田４５２４番１地先  

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字雨田４５２４番３地先 

６ 
加茂野４

８８号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野９番２１地先  

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野９番１０地先 

７ 
加茂野４

８９号線 

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野９番２０地先  

美濃加茂市加茂野町加茂野字東野９番１４地先 

８ 
今３０４

号線 

美濃加茂市下米田町今字井領１４番１地先  

美濃加茂市下米田町今字井領１４番３地先 
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議第９４号 

   電子情報処理による戸籍事務の委託に関する協議について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規定により、

各務原市、山県市及び下呂市との間の電子情報処理による戸籍事務の委託を下記の

とおり廃止するものとする。 

  令和６年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

電子情報処理による戸籍事務の委託に関する規約を廃止する規約 

 電子情報処理による戸籍事務の委託に関する規約（平成２９年３月２４日美濃加

茂市議会議決）は、廃止する。 

   附 則 

 この規約は、令和７年６月９日から施行する。 
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